
金
滞
古
蹟
志
巻
十
三

一
訟
に
、
昔
は
此
の
的
場
に

て
射
手
の
士
稽
古
を
な
し
た
り
と
い
へ
ど
も
・

披
内
=
一，
丸
に
射
場

を
命
ぜ
ら
れ
‘
射
手
士
の
稽
古
所
と
成
り
け
る

K
よ
り
・
箆
庫
の
射

場
は
‘
先
手

持
方
隔
組
足
級
の
稽
古
場
と
成
り
た
り
と
ぞ
。
但
し

務
永
六
年
迄
は
的
喝
な
り
し
か
ど
.
翠
七
年
射
訓
帽
を
殴
止
し
、
批
治

に
て
乾
刷
出
七
な
し
た
る
由
紀
州
帆
し
た
り
。

舘
と
た
し
た
り
。

0 
批

5歯

舘

弘
化
務
永
の
頃
ま
で
は
、
飽
倉
の
的
場
と
て
、

布
出
稼
駆
卒
の
射
場
友

り
し
を
・
務
永
六
年
安
丑
外
悶
紡
来
車
唱
に
付
吉
、
海
防
手
訟
の
火
術

稽
古
川
場
と
成
、
弓
術
の
射
裂
を
股
し
、
射
場
の
地
主
共
の
地
時
間
と
せ

し
か
ど
、
地
内
政
か
ら
宇
と
て
、
同
年
十
二
月
尻
地
な
る
滞
土
波
溢

氏
沿
よ
び
本
多
氏
下
邸
内
に
居
住
せ
る
袋
士
青
木
友
右
衛
門
・矢
野

=
一
内
・
背
木
亮
助
山
岡
孫
左
衛
門

茶
堂
浅
野
宗
ト
及
び
佐
久
間
十

左
術
門
揚
屋
敷
等
惣
坪
数
千
五
百
歩
許
滞
の
用
地
と
成
り
.
畑
出
年
時骨

一一月
五
日
迄

κ磁
ら
十
立
退
き
け
り
。
叉
宮
内
橋
詩
人
小
河
屋
普
助

以
下
三
人
の
居
宅
は
、
箆
合
的
場
の
地
内
に
し
て
宮
内
橋
の
下
怠
る

を
‘
絡
の
高
へ
移
制
岬
命
ぜ
ら
れ
、
七
年
五
月
よ
り
前
日
開
附
始
り
、
瓦
頃

落
成
す
。
依
り
て
箆
合
的
場
の
名
酬
明
主
践
し
、
更
に
批
猶
舘
と
改
稿

め
り
。
同
年
十
月
金
調
印
三
百
年
祭
と
抑
制
し
・
市
中
の
人
民
諸
国
務
組
股

従
一
位
前
大
納
言
前
回
利
家
卿
の
飴
院
を
港
紙
し
‘
民
貨
の
祭
胞
を

た
し
け
る
に
よ
り
、
続
三
位
前
向
利
嗣
卿
金
部
へ

下
向
の
際
、
と
の

横
山
氏
の
邸
宅
に
滞
注
し
給
へ
り
。

O
接

木

畑

賀
脳
八
年
の
金
海
幽

K
出
せ
る
接
木
刷
は
、
と

a
A
K
梢
け
る
如
し
。

但
し
貸
出
間
三
年
契
国
の
給
闘
に
は
‘
御
畑
地
と
紀
紋
す
。
接
木
品
は
、

拙仰
木
由
同
の
畑
中
K
M
仰
木
或
は
梨
木
等
の
英
樹
な
ど
を
縫
吉
卸
し
‘
木

市
を
得
議
せ
る
畑
地
な
り
し
ゅ
ゑ
陀
、
接
木
畑
と
呼
び
た
る
な
る
べ

し
。
小
松
遺
文
民
賊
せ
た
る
蛇
日
間
陀
左
の
如
く
見
ゆ
。

今
巾
之
刻
之
賞
札
、
同
戊
の
下
刻
に
到
来
.
令
旦
拝
見
-
候
。

仇
而
山
町
地

御
拙
棚
木
由叫に
あ
ま
注
し
有
ν
之
候
者
、
明
朝
之
御
用
K
候
之
保
.
=一
十

程
可
昌
指
上-回
目.
則
御
畠
裁
許
闘
訓
削
彦
縫
・
小
林
六
左
衛
門
方

ヘ
巾・
添

候
出
陣
に
、
御
由
同
に
は
首
年
あ
ま
な
し
無
=
御
座
-
候
。
就
v
共
徳
木
村
・
問

中
村
成
村

へ
・
御
白
同
裁
許
仕
者
山
東
八
兵
街
闘
仁
兵
衛
に
、
北
ハ
御

地
よ
り
被
a
指
越
-
候
御
飛
脚
を
相
添
‘
右
三
ク
村
に
あ
ま
な
し
有
v
之

〔在
M

候
者
上
げ
候
絞
K
と
.
右
六

E
倫
川
・彦
逃
被
=
由
1

付
-
供。

一
、
山
川
地
御
白
際
mm彦
選
小
林
六
左
衛
門
裁
許
に
候
之
僚
、
御
品

金
滞
古
蹟
志
経
十
三

1

1

2
1

0
1
1
 

四

せ
ら
る
。
袋
陀
於
て
火
薬
も
製
法
あ
り
し
か
ど
‘
出
品
附
郎
元
年
三
月
七

日
製
造
所
よ
り
出
火
し
.
死
人
・
怪
我
人
多
か
り
し
か
ぽ
、
日
正
以
後

火
薬
の
製
逝
方
を
停
止
せ
ら
れ
、
次
い
で
幾
程
も
な
く
政
務
世
間
制
の

御
霊
令
あ
り

τ、
陵
舘
と
は
成
り
た
り
。
然
る
を
窮
民
無
産
の
者
の

箆
め
‘
批
狛
抽
出
の
建
築
を
修
理
し
て
.
器
撲
を
M
M
ま
せ
皮
旨
.
直
合

所
よ
り
出
願
に
付
き
.
明
治
五
年
十
月
一
時
貸
波
に
成
り
、
直
方
開

拓
郎
川
と
稀
し
‘
老
批
幼
の
別
な
く
入
場
を
前
ム
者
は
、
草
粧
を
梱
ち

席
を
絞
る
た

E
の
騒
音
業
を
な
さ
し
め
、
日
々
共
の
促
を
給
興
す
る

と
と
h

た
れ
り
。
北
ハ
の
原
資
金
は
金
滞
直
方
献
金
の
内
を
以
て
宛
ν

之
。
翠
六
年
二
月
勧
業
試
検
所
と
改
稿
し
‘
叉
直
方
都
金
の
内
を
以

て
.
彼
の
治
朗
加
を
貸
奥
あ
ら
ん
事
を
直
長
よ
り
前
川
願
せ
し
に
、
共
の

旨
鯨
艇
よ
り
内
務
省
へ
伺
の
上
、
同
七
年
八
月
銚
下
と
成
り
、
更
に

勧
業
判
明
と
改
柄
、
同
九
年
十
二
月
又
石
川
線
勘
業
場
の
名
目
と
せ

り
。
同
十
九
年
石
川
鯨
勧
業
場
を
駿
し
、
勝
知
事
岩
村
氏
の
邸
宅
と

な
さ
ん
と
て
、
地
内
悉
く
民
間
け
、
従
来
の
建
物
を
ば
鍛
ち
、
同
年

各
よ
り
作
都
世
初
め
‘
翠
廿
年
の
稼
家
作
務
成
せ
し
か
ど
、
場
村
氏

は
廿
三
年
間
相
官
主
部
任
せ
ら
れ
し
が
放
に
.
遂
に
此
の
邸
宅
を
間
以
銚

は
れ
、
士
族
横
山
隆
平
之
を
買
入
れ
、
甘
四
年
の
春
E
L
K
移
り
伎

7
争
、
号
令
キ
-
刷
日

1i 




